
通報者

高崎市公益通報の事務処理

高崎市

（調査の結果、市に処
分権限がなかった場
合、処分等の権限を
有する行政機関を教
示）

公益通報
（外部通報）

通報要件の審査

不受理の決定

通報事実あり

不受理とし、情報
提供として取り扱う
旨及びその理由等

相談・通報

調査結果

受理した旨

不利益取扱い禁止
及び秘密保持

伝達

受理の決定

通知

通知

通知

問題点の整理、調査方針の決定

調査の終了

調査の実施

通知

通報事実なし

通報の受付

処分等の権限を
有する行政機関

市に処分

権限なし 市に処分

権限あり

教示

被通報事業者に対する

法令に基づく処分又は勧告等
処分等の実施内容


